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議
案
第
１
０
５
号

安
芸
市
議
会
議
員
及
び
安
芸

市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る

条
例

　

候
補
者
が
立
候
補
し
や
す
い

環
境
と
す
る
よ
う
選
挙
ポ
ス

タ
ー
作
成
に
係
る
費
用
を
公
費

負
担
す
る
も
の
。

（
主
な
質
疑
）

問　

こ
の
条
例
の
内
容
と
し
た

基
本
的
な
理
由
は
何
か
。

答　

公
費
負
担
の
制
度
自
体
は
、

選
挙
用
自
動
車
、
ポ
ス
タ
ー
、

ビ
ラ
の
３
通
り
あ
る
。

　

「
ビ
ラ
」
は
、
演
説
会
場
で

配
る
と
か
使
い
方
が
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し

も
利
用
さ
れ
て
な
い
。
「
選
挙

用
自
動
車
」
は
、
ハ
イ
ヤ
ー
と

か
高
価
な
も
の
で
は
な
く
、
工

夫
を
さ
れ
て
自
分
の
車
な
ど
を

利
用
し
て
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な

い
や
り
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
「
ポ
ス
タ
ー
」
だ
け
を

選
定
し
た
。

　令和３年第４回安芸市議会定例会は、12 月６日から 12 月 20 日まで開催され、条例の改正、

補正予算など 40 件の議案等を審議しました。また、一般質問は、12 月 15、16、17 日の３

日間に８人の議員から市政全般について質問がありました。

　委員会審査、本会議での審議及び一般質問の主な内容は、次のとおりです。

問　

単
価
設
定
に
つ
い
て
、
も

う
少
し
説
明
を
。

答　

今
年
の
補
欠
選
挙
、
30
年

の
市
議
会
議
員
選
挙
で
大
体
７

万
円
か
ら
８
万
円
ぐ
ら
い
か

か
っ
て
い
る
。
政
党
で
ま
と
め

て
大
量
発
注
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
相
当
安
い
が
、
そ
の
辺
を
考

慮
し
て
設
定
し
た
（
４
８
１
円

×
掲
示
場
数
の
１
・
３
倍
以
内
）
。

問　

な
ぜ
こ
の
時
期
に
し
た
の

か
。

答　

か
ね
て
よ
り
一
般
質
問
の

答
弁
で
、
次
の
市
議
会
議
員
選

挙
に
間
に
合
う
よ
う
に
す
る
と

答
弁
し
て
き
た
。

（
意
見
）

　

新
た
な
議
員
を
も
っ
と
出
や

す
く
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
会

で
ど
う
い
う
公
費
負
担
を
し
た

ほ
う
が
い
い
か
、
先
に
意
見
集

約
し
た
ほ
う
が
ス
ム
ー
ズ
で

あ
っ
た
と
思
う
。

●
「
全
員
賛
成
で
可
決
」

議
案
第
１
０
６
号

安
芸
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

減
免
申
請
手
続
き
の
簡
素
化

及
び
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
を

変
更
（
令
和
５
年
度
か
ら
５
月

末
に
）
す
る
た
め
、
改
正
を
行

う
も
の
。

（
意
見
）

　

納
期
限
の
変
更
は
、
市
民
に

周
知
徹
底
を
お
願
い
す
る
。

●
「
全
員
賛
成
で
可
決
」

議
案
第
１
０
７
号

安
芸
市
奨
学
金
貸
与
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

奨
学
金
に
よ
る
支
援
を
拡
充

す
る
た
め
、
貸
与
対
象
に
大
学

院
を
加
え
る
も
の
。

（
主
な
質
疑
）

問　

現
状
か
ら
金
額
面
で
合
っ

て
い
る
か
調
査
さ
れ
た
の
か
。

答　

他
市
の
貸
付
金
額
は
、
多

い
と
こ
ろ
で
４
万
円
、
少
な
い

と
こ
ろ
で
１
万
円
。
幅
が
あ
っ

た
が
平
均
し
て
お
よ
そ
３
万
２

千
円
。
貸
与
し
て
い
る
市
で
は
、

大
学
院
生
と
大
学
生
の
貸
与
額

を
同
額
と
し
て
お
り
、
本
市
も

３
万
円
（
同
額
）
と
考
え
た
。

（
意
見
）

　

市
が
予
算
を
立
て
て
や
っ
て

い
る
こ
と
は
大
事
だ
が
、
一
方

で
返
済
不
要
の
奨
学
金
制
度
を

拡
充
す
る
よ
う
行
政
か
ら
も
国

に
要
望
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

●
「
全
員
賛
成
で
可
決
」

議
案
第
１
０
８
号

安
芸
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

保
育
所
等
の
事
業
者
が
作
成
、

保
存
を
行
う
も
の
や
保
育
所
等

と
保
護
者
と
の
間
の
手
続
に
関

係
す
る
も
の
で
書
面
な
ど
に
よ

る
こ
と
が
規
定
又
は
想
定
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
電
磁

的
方
法
に
よ
る
対
応
も
可
能
と

す
る
も
の
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
０
９
号

安
芸
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

利
用
者
の
利
便
性
向
上
や
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の

業
務
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
利

用
者
へ
の
説
明
、
同
意
等
の
う

ち
書
面
で
行
う
と
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
、
電
磁
的

方
法
に
よ
る
対
応
を
認
め
る
こ

と
と
す
る
も
の
。

総
務
文
教
委
員
会

産
業
厚
生
委
員
会

常

任

委

員

会

審

査

報

告

常

任

委

員

会

審

査

報

告

常

任

委

員

会

審

査

報

告
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●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
０
号

安
芸
市
手
話
言
語
条
例

　

手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認

識
に
基
づ
き
、
手
話
で
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
や
す
い

環
境
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、

す
べ
て
の
人
が
お
互
い
に
人
格

と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、

心
豊
か
に
共
生
す
る
地
域
社
会

を
実
現
す
る
た
め
制
定
す
る
も

の
。

（
主
な
質
疑
）

問　

こ
の
条
例
に
は
安
芸
市
独

自
の
部
分
が
入
っ
て
い
る
の
か
。

答　

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
の
条
例

の
中
か
ら
、
高
知
県
聴
覚
障
害

者
協
会
の
方
に
意
見
を
い
た
だ

い
て
、
ど
う
し
て
も
入
れ
て
も

ら
い
た
い
文
言
と
か
、
そ
う
い

う
思
い
を
の
せ
た
内
容
に
し
た
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
１
号

安
芸
市
は
た
や
ま
憩
の
家
条

例
を
廃
止
す
る
条
例

　

は
た
や
ま
憩
の
家
は
、
令
和

２
年
度
末
で
指
定
管
理
協
定
が

終
了
し
、
令
和
３
年
度
に
お
い

て
新
た
な
指
定
管
理
者
の
公
募

を
こ
れ
ま
で
に
３
回
実
施
し
た

が
応
募
が
な
く
、
築
40
年
と
大

幅
に
耐
用
年
数
を
超
過
し
て
お

り
、
設
備
の
改
修
等
に
多
額
の

費
用
を
要
す
る
。
今
後
の
活
用

も
見
込
ま
れ
な
い
た
め
、
行
政

財
産
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
す

る
も
の
。

（
主
な
質
疑
）

問　

温
泉
の
源
泉
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。

答　

西
日
本
豪
雨
の
際
に
、
温

泉
を
引
っ
張
っ
て
い
た
パ
イ
プ

な
ど
が
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
流

さ
れ
た
施
設
を
新
た
に
敷
設
し

て
引
き
な
お
す
作
業
が
必
要
。

源
泉
に
つ
い
て
も
、
温
泉
が
出

る
か
ど
う
か
の
確
認
が
で
き
て

い
な
い
。

（
討
論
）

賛
成
討
論
（
要
旨
）

　

こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
発

端
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
修
繕
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
市
が

修
繕
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

に
、
指
定
管
理
者
だ
か
ら
は
た

や
ま
夢
楽
で
し
て
く
だ
さ
い
と

言
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
修
繕

費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
と
苦
渋
の
決
断

を
し
て
手
を
引
い
た
と
い
う
こ

と
だ
と
思
う
。
も
っ
と
寄
り

添
っ
た
対
応
を
し
て
お
け
ば
、

こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
も

う
仕
方
が
な
い
の
で
賛
成
す
る
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
２
号

安
芸
市
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
係
る
特
定
道
路
の
構
造
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
）
の

改
正
に
伴
い
、
国
の
定
め
る
基

準
が
改
正
さ
れ
た
た
め
改
正
す

る
も
の
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
３
号

安
芸
市
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

国
か
ら
の
通
達
に
よ
り
、
下

水
道
事
業
特
別
会
計
を
地
方
公

営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
公

営
企
業
会
計
へ
移
行
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

上
水
道
事
業
と
同
様
に
地
方
公

営
企
業
法
の
全
部
を
適
用
す
る

た
め
改
正
す
る
も
の
。

（
主
な
質
疑
）

問　

公
営
企
業
会
計
の
適
用
に

あ
た
り
、
料
金
の
値
上
げ
の
可

能
性
は
あ
る
の
か
。

答　

公
営
企
業
と
な
る
と
、
基

本
的
に
は
独
立
採
算
の
原
則
で

事
業
経
営
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
現
状
、
公
共

下
水
道
の
接
続
率
が
67
パ
ー
セ

ン
ト
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

た
め
、
接
続
率
を
上
げ
る
こ
と

を
優
先
課
題
と
し
て
対
応
し
て

い
き
た
い
。

　

一
定
そ
の
効
果
が
出
て
接
続

率
が
向
上
し
、
そ
れ
か
ら
経
営

の
健
全
化
の
必
要
が
生
じ
た
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、
下
水
道

使
用
料
の
改
善
は
出
て
く
る
と

は
思
う
が
、
こ
の
移
行
で
直
ち

に
料
金
の
値
上
げ
は
検
討
し
て

い
な
い
。

問　

一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金

も
ほ
ぼ
基
準
内
で
い
け
る
と
い

う
話
だ
が
ど
う
か
。

答　

繰
出
基
準
の
中
に
使
用
料

収
入
を
も
っ
て
し
て
も
賄
え
な

い
経
費
と
い
う
項
目
が
あ
り
、

そ
の
中
に
適
合
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い

る
。
今
後
、
国
・
県
の
見
解
も

聞
い
て
対
応
し
て
い
き
た
い
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
４
号

権
利
の
放
棄
に
関
す
る
件

　

水
道
料
金
未
収
金
４
２
６
８

円
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
死
亡

し
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
し

た
た
め
、
今
後
債
権
回
収
が
不

可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
権
利

を
放
棄
す
る
も
の
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

はたやま憩の家
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議
案
第
１
１
５
号

市
道
の
路
線
認
定
の
件

　

阿
南
安
芸
自
動
車
道
・
安
芸

道
路
の
建
設
に
伴
う
周
辺
整
備

事
業
と
し
て
、
新
設
を
予
定
し

て
い
る
吉
川
線
と
花
園
ゴ
マ
ジ

リ
線
の
認
定
に
つ
い
て
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
６
号

町
字
区
域
の
変
更
の
件

　

東
浜
ほ
か
の
一
部
地
区
の
地

籍
調
査
で
現
地
調
査
を
実
施
し

た
と
こ
ろ
、
隣
接
地
と
一
体
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
町
字
界
の

実
態
に
合
わ
せ
て
区
域
の
変
更

を
行
う
も
の
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

議
案
第
１
１
７
号

字
区
域
の
変
更
の
件

　

穴
内
八
丁
地
区
の
ほ
場
整
備

事
業
を
実
施
し
た
結
果
、
土
地

の
形
状
が
変
わ
り
、
従
来
の
字

界
が
不
明
確
と
な
っ
た
た
め
、

実
態
に
合
わ
せ
て
区
域
の
変
更

を
行
う
も
の
。

●
「
賛
成
全
員
で
可
決
」

【
報
告
案
件
】

報
告
第
17
号

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
議
案
第
54
号
で
契

約
締
結
に
つ
い
て
議
会
の
議
決

を
経
た
「
安
芸
市
新
庁
舎
敷
地

造
成
工
事
請
負
契
約
」
の
一
部

を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
こ
と

を
報
告
す
る
も
の
。

（
変
更
の
内
容
）

変
更
前
の
契
約
金
額

　

１
億
７
９
７
０
・
７
万
円

変
更
に
伴
う
減
少
額

　

８
６
５
・
７
万
円

変
更
後
の
契
約
金
額

　

１
億
７
１
０
５
万
円

（
変
更
の
理
由
）

　

計
画
の
一
部
変
更
に
伴
う
設

計
変
更

【
人
事
案
件
】

議
案
第
１
０
１
号

副
市
長
選
任
に
つ
い
て
同
意

を
求
め
る
件

　

令
和
３
年
12
月
21
日
を
も
っ

て
任
期
が
満
了
と
な
る
竹
部
文

一
氏
（
川
北
）
を
引
き
続
き
選

任
す
る
こ
と
に
同
意
。

議
案
第
１
０
２
号

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

同
意
を
求
め
る
件

　

任
期
満
了
に
よ
る
後
任
委
員

と
し
て
、
小
川
広
人
氏
（
井
ノ

口
）
の
選
任
に
同
意
。

【
契
約
締
結
に
関
す
る
も
の
】

議
案
第
１
０
３
号

安
芸
市
立
統
合
中
学
校
敷
地

造
成
工
事
請
負
契
約
の
一
部

変
更
の
件

　

令
和
３
年
議
案
第
58
号
で
契

約
の
締
結
に
つ
い
て
議
会
の
議

決
を
経
た
「
安
芸
市
立
統
合
中

学
校
敷
地
造
成
工
事
請
負
契

約
」
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
も
の
。

（
契
約
の
金
額
）

変
更
前
の
契
約
金
額

　

３
億
８
５
１
３
・
２
万
円

変
更
後
の
契
約
金
額

　

４
億
１
５
３
９
・
３
万
円

（
変
更
理
由
）

　

建
築
工
事
で
施
行
予
定
で

あ
っ
た
場
内
水
路
の
施
工
を
降

雨
等
に
よ
る
泥
水
流
出
防
止
等

の
た
め
追
加
す
る
も
の
。

【
補
正
予
算
】

議
案
第
１
１
８
号

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）

　

補
正
前
の
予
算
１
６
４
億
４

３
８
８
・
７
万
円
に
12
億
５
６

７
５
・
７
万
円
を
追
加
す
る
も

の
で
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
。

（
主
な
増
額
）

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
臨

時
交
付
金

・
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
金

・
ワ
ク
チ
ン
接
種
・
予
診
等
報

償
費
・
委
託
料

・
公
共
土
木
施
設
現
年
発
生
補

助
災
害
復
旧
工
事

議
案
第
１
２
６
号

令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）

　

補
正
前
の
予
算
１
７
７
億
６

４
・
４
万
円
に
９
７
７
４
万
円

を
追
加
す
る
も
の
で
、
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
。

（
主
な
増
額
）

・
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
金

【
条
例
改
正
】

議
案
第
１
２
３
号

安
芸
市
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
支
給
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

安
芸
市
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
の
答
申
に
沿
っ
て
、
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
議
長
、
副
議

長
、
委
員
長
、
議
員
の
報
酬
月

額
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
も

の
。

（
議
長
）

　

38
・
５
万
円
→
37
万
円

（
副
議
長
）

　

33
・
５
万
円
→
32
万
円

（
委
員
長
）

　

32
・
５
万
円
→
31
万
円

（
議
員
）

　

31
・
５
万
円
→
30
万
円

（
本
会
議
で
の
主
な
質
疑
）

問　

一
般
議
員
の
改
正
前
後
の

年
収
は
。

答　

改
正
前
が
４
９
０
万
円
で
、

改
正
後
が
４
６
６
万
円
。

※
こ
の
議
案
は
、
総
務
文
教

委
員
会
に
付
託
さ
れ
、「
継
続

審
査
」
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
の
主
な
議
案
等
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お
こ
と
わ
り

　

一
般
質
問
の
編
集
に
当
た
り

ま
し
て
は
、
１
ペ
ー
ジ
枠
及
び
、

２
ペ
ー
ジ
枠
を
各
議
員
の
選
択

に
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

地
方
自
治
に
功
労
が
あ
っ
た

　

地
方
自
治
に
功
労
が
あ
っ
た

と
し
て
千
光
士
伊
勢
男
、
尾
原

と
し
て
千
光
士
伊
勢
男
、
尾
原

進
一
議
員
に
対
し
て
総
務
大
臣

進
一
議
員
に
対
し
て
総
務
大
臣

か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
（
通
算

た
（
通
算
3535
年
以
上
在
職
）
。

年
以
上
在
職
）
。

　

地
方
自
治
に
功
労
が
あ
っ
た

と
し
て
千
光
士
伊
勢
男
、
尾
原

進
一
議
員
に
対
し
て
総
務
大
臣

か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
（
通
算
35
年
以
上
在
職
）
。

【
訴
え
の
提
起
】

議
案
第
１
０
０
号

安
芸
市
が
当
事
者
で
あ
る
訴

え
の
提
起
に
関
す
る
件

　

令
和
３
年
10
月
29
日
に
高
知

地
方
裁
判
所
で
言
い
渡
さ
れ
た

情
報
公
開
決
定
処
分
取
消
請
求

事
件
（
安
芸
市
園
芸
用
ハ
ウ
ス

整
備
事
業
に
お
け
る
情
報
公
開

請
求
に
対
し
て
、
市
が
一
部
を

非
公
開
と
し
た
処
分
の
取
消
し

を
求
め
る
も
の
）
に
関
す
る
判

決
に
不
服
が
あ
る
た
め
、
控
訴

を
提
起
す
る
も
の
。

議
案
第
１
２
４
号

安
芸
市
特
別
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

安
芸
市
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
の
答
申
に
沿
っ
て
、
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
市
長
、
副
市

長
、
教
育
長
の
給
料
月
額
を
次

の
と
お
り
改
定
す
る
も
の
。

（
市
長
）

　

73
・
１
万
円
→
73
・
８
万
円

（
副
市
長
）

　

62
・
２
万
円
→
62
・
８
万
円

（
教
育
長
）

　

57
万
円
→
57
・
５
万
円

（
本
会
議
で
の
主
な
質
疑
）

問　

改
正
後
の
市
長
、
副
市
長
、

教
育
長
の
年
収
は
。

答　

市
長
は
１
１
４
８
万
円
。

副
市
長
は
９
７
７
万
円
。
教
育

長
は
８
９
４
万
円
。

議
案
第
１
２
５
号

安
芸
市
長
等
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

安
芸
市
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
の
答
申
に
沿
っ
て
、
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
教
育
長
の
勤

続
期
間
１
年
当
た
り
の
退
職
手

（
本
会
議
で
の
主
な
質
疑
）

問　

①
控
訴
す
る
正
当
な
理
由

は
。

②
承
服
し
が
た
い
理
由
は
。

③
訴
訟
費
用
の
４
分
の
３
の
負

担
金
額
は
。

④
控
訴
に
係
る
弁
護
士
費
用
の

金
額
は
。

答　

①
②
公
開
し
て
は
な
ら
な

い
情
報
と
い
う
市
の
主
張
が
一

部
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

顧
問
弁
護
士
と
相
談
の
う
え
控

訴
す
る
も
の
。

③
現
時
点
で
判
決
が
確
定
し
て

お
ら
ず
、
不
明
。

④
現
時
点
で
は
着
手
金
（
22
万

円
）
を
情
報
部
分
公
開
決
定
処

分
取
消
事
件
と
国
家
賠
償
請
求

事
件
に
そ
れ
ぞ
れ
支
出
済
み
。

問　

①
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
、

弁
護
士
費
用
で
40
万
円
を
使
う

こ
と
に
市
民
は
納
得
す
る
と
思

う
か
。

②
情
報
公
開
す
る
こ
と
で
、
ど

の
よ
う
な
損
害
を
被
る
の
か
。

③
今
後
市
は
助
成
金
交
付
に
対

し
て
、
情
報
公
開
は
全
て
非
公

開
と
す
る
の
か
。

答　

①
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

②
こ
の
事
業
は
、
県
内
多
く
の

市
町
村
も
活
用
し
て
お
り
、
県

及
び
他
市
町
村
に
も
関
わ
る
問

題
で
あ
り
、
ほ
か
の
各
種
補
助

金
、
給
付
金
事
業
等
の
個
人
情
報

の
取
扱
い
に
も
影
響
を
及
ぼ
す

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

③
情
報
公
開
条
例
に
の
っ
と
っ

て
適
切
に
処
理
し
て
い
き
た
い
。

問　

市
は
、
具
体
的
に
何
の
見

解
が
違
う
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

答　

こ
の
事
業
の
利
用
農
家
及

び
そ
の
連
帯
保
証
人
の
氏
名
、

住
所
等
は
い
ず
れ
も
公
開
し
て

は
な
ら
な
い
情
報
と
判
断
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
一
部

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
控

訴
す
る
も
の
。

（
討
論
）

反
対
討
論　

２
名
（
要
旨
）

・
な
ぜ
公
金
か
ら
多
額
の
弁
護

士
費
用
を
費
や
し
て
ま
で
控
訴

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
控

訴
し
な
け
れ
ば
市
も
し
く
は
市

民
に
何
ら
か
の
損
害
を
被
る
の

か
、
訳
が
分
か
ら
な
い
。
市
民

の
誰
も
が
納
得
で
き
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。

・
開
か
れ
た
市
政
の
た
め
必
要

※
こ
の
議
案
は
、
討
論
後
に

本
会
議
で
採
決
（
委
員
会
へ
の

付
託
は
省
略
）
を
行
い
、
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

当
の
支
給
割
合
を
現
行
の
１
０

０
分
の
２
２
９
・
５
か
ら
１
０

０
分
の
２
３
０
に
改
定
す
る
も

の
。

（
本
会
議
で
の
主
な
質
疑
）

問　

改
正
前
の
市
長
、
副
市
長
、

教
育
長
の
退
職
金
は
。

答　

市
長
、
副
市
長
は
１
期
４

年
で
１
２
４
２
万
円
、
７
６
１

万
円
。
教
育
長
は
１
期
３
年
で

３
９
２
万
円
。

不
可
欠
な
市
民
の
知
る
権
利
に

対
し
、
非
公
開
に
し
て
ま
で
も

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
民

の
利
益
に
つ
い
て
、
市
か
ら
第

一
審
の
判
決
を
覆
す
ほ
ど
の
説

明
が
な
か
っ
た
た
め
、
控
訴
を

提
起
す
る
理
由
が
な
い
と
判
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
３
回
臨
時
会

（
11

月
11

日
）

第
３
回
臨
時
会

（
11

月
11

日
）

第
３
回
臨
時
会

（
11

月
11

日
）

感
謝
状
の
贈
呈

感
謝
状
の
贈
呈

感
謝
状
の
贈
呈
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１  

ハ
ウ
ス
整
備
事
業
に

つ
い
て

問　

ハ
ウ
ス
農
家
を
対
象
と
し

た
助
成
制
度
の
利
用
者
・
住
所

な
ど
を
公
開
し
な
い
の
は
違
法

だ
と
し
た
判
決
が
下
り
た
が
、

市
は
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。

そ
の
正
当
な
理
由
を
伺
う
。

答　

大
坪
農
林
課
長

　

公
開
し
て
は
な
ら
な
い
情
報

で
あ
る
と
の
市
の
主
張
が
一
部

認
め
ら
れ
ず
、
控
訴
す
る
も
の
。

問　

安
芸
市
情
報
公
開
条
例
第

７
条
の
第
２
号
・
第
３
号
・
第

６
号
に
定
め
る
非
公
開
情
報
に

該
当
し
な
い
と
い
う
判
決
で
あ

り
、
補
助
金
事
業
全
体
に
及
ぶ

わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
市
長

の
見
解
を
伺
う
。

答　

横
山
市
長

　

情
報
部
分
公
開
の
是
非
が
争

わ
れ
て
い
る
こ
の
事
業
は
、
県

及
び
他
市
町
村
に
関
わ
る
問
題
。

ま
た
、
全
庁
的
な
他
の
補
助
金
、

給
付
金
事
業
等
に
お
け
る
個
人

情
報
の
取
扱
い
に
も
影
響
す
る

こ
と
か
ら
上
級
審
の
判
断
を
仰

ぐ
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

問　

安
芸
市
は
公
開
し
な
い
約

束
を
し
て
提
供
さ
れ
た
情
報
で

と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
契
約

書
は
あ
る
の
か
伺
う
。

答　

大
坪
農
林
課
長

　

同
意
書
に
つ
い
て
は
、
利
用

農
家
と
事
業
関
係
者
の
限
ら
れ

た
者
で
し
か
共
有
利
用
さ
れ
な

い
と
す
る
内
容
で
あ
る
。

問　

こ
の
情
報
を
公
開
す
る
こ

と
に
よ
り
、
安
芸
市
は
ど
の
様

な
損
害
を
被
る
の
か
伺
う
。

答　

大
坪
農
林
課
長

　

各
種
の
補
助
金
、
給
付
金
事

業
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性

が
あ
る
。

 

２  

防
災
に
つ
い
て

問　

最
終
処
分
場
の
調
整
池
が

大
雨
で
満
杯
状
態
に
な
っ
た
と

き
の
対
策
を
伺
う
。

答　

島
﨑
環
境
課
長

　

調
整
槽
へ
浸
出
水
を
最
大
限

ま
で
揚
水
し
、
施
設
の
処
理
能

力
を
最
大
限
ま
で
引
き
上
げ
た

運
転
を
行
い
、
必
要
と
な
れ
ば
、

メ
ル
ト
セ
ン
タ
ー
が
保
有
す
る

中
継
貯
留
槽
で
浸
出
水
の
一
時

貯
留
も
行
う
。

問　

旧
不
燃
物
処
理
場
の
ゴ
ミ

の
総
量
は
11
万
１
１
０
０
ト
ン

と
言
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
軽

量
棟
な
ど
な
く
重
量
な
ど
は
計

測
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
の
数

字
の
根
拠
を
伺
う
。

答　

島
﨑
環
境
課
長

　

当
時
の
資
料
に
記
載
が
な
い

の
で
分
か
ら
な
い
。

問　

平
成
11
年
第
１
回
定
例
会

で
、
当
時
の
課
長
は
12
万
６
千

立
方
メ
ー
ト
ル
と
答
弁
し
て
い

る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。

答　

島
﨑
環
境
課
長

　

不
燃
物
の
み
な
し
重
量
比
か

ら
、
近
い
数
字
で
あ
る
。

問　

地
域
の
住
民
は
、
近
年
続

く
豪
雨
に
よ
り
旧
処
分
場
の
ゴ

ミ
が
流
出
し
た
ら
大
変
な
こ
と

に
な
る
と
の
心
配
を
し
て
お
り
、

そ
の
可
能
性
が
な
い
と
い
え
る

の
か
と
い
う
質
問
で
、
こ
の
事

に
つ
い
て
の
答
弁
を
伺
う
。

答　

島
﨑
環
境
課
長

　

一
般
廃
棄
物
の
流
出
を
防
止

す
る
た
め
の
構
造
耐
力
上
安
全

な
法
令
等
の
基
準
に
沿
っ
た
施

設
で
あ
り
、
過
去
に
何
度
も
豪

雨
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
が
、
崩

土
の
形
跡
も
な
く
、
の
り
面
も

安
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
も
豪
雨
に
よ
り
埋
設
物
が
流

失
す
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。

問　

旧
処
分
場
に
は
、
産
業
廃

棄
物
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の

答
弁
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
あ
る

の
か
、
捨
て
て
い
な
い
の
な
ら

当
時
は
ど
こ
に
捨
て
て
い
た
の

か
伺
う
。

答　

島
﨑
環
境
課
長

　

法
施
行
に
よ
り
旧
処
分
場
は

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
と
な
っ

て
い
る
。
産
業
廃
棄
物
に
つ
い

て
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に

持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

問　

安
芸
市
の
消
防
職
員
に
女

性
職
員
が
い
な
い
が
、
理
由
を

伺
う
。

答　

仙
頭
消
防
長

　

採
用
試
験
に
つ
い
て
は
、
男

女
区
別
な
く
募
集
し
て
い
る
。

防
災
セ
ン
タ
ー
３
階
に
女
性
専

用
室
が
あ
り
対
応
で
き
る
。

問　

他
市
の
女
性
職
員
の
採
用

状
況
を
伺
う
。

答　

仙
頭
消
防
長

　

中
芸
、
香
南
、
南
国
、
四
万

十
清
流
、
高
吾
北
消
防
に
１
名

が
採
用
。
高
知
消
防
の
人
数
は

把
握
し
て
い
な
い
。

 

３ 

観
光
事
業
に
つ
い
て

問　

道
の
駅
大
山
の
運
営
を
Ｊ

Ａ
が
今
年
限
り
で
撤
退
す
る
が
、

市
と
し
て
何
か
対
策
を
講
じ
て

い
る
の
か
伺
う
。

答　

岡
林
商
工
観
光
水
産
課
長

　

「
恋
人
の
聖
地
」
や
「
河
野

公
園
」
、
「
伊
尾
木
洞
」
等
を
一

体
的
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

賑
わ
い
を
創
出
し
て
い
く
た
め

に
、
ま
ず
拠
点
と
な
る
道
の
駅

大
山
を
安
定
的
に
運
営
で
き
る

事
業
者
を
確
保
し
、
各
種
団
体

と
も
連
携
し
な
が
ら
施
設
の
有

効
活
用
を
図
る
。

一
般
質
問

一
般
質
問

山 下　　裕
（市民の風）

やま した ゆたか

市議会だより安芸　第92号
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１  

市
営
住
宅
保
証
人
制

度
に
つ
い
て

問　

市
営
住
宅
入
居
の
保
証
人

規
定
は
入
居
申
請
の
大
き
な
妨

げ
に
な
っ
て
お
り
、
住
宅
確
保

の
為
に
廃
止
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

公
営
住
宅
法
は
住
宅
に
困
窮

の
低
額
所
得
者
に
対
し
て
生
活

の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
２
０
２
０
年
国
交
省
は

公
営
住
宅
に
お
け
る
保
証
人
制

度
の
廃
止
を
地
方
公
共
団
体
に

求
め
た
。
こ
れ
は
保
証
人
の
確

保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
入
居
で
き
な
い
と
い
っ
た
事

態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

の
が
最
大
の
理
由
で
あ
る
。
国

が
保
証
人
制
度
の
廃
止
を
求
め

て
い
る
が
、
安
芸
市
は
存
続
の

ま
ま
だ
。
そ
の
理
由
を
問
う
。

答　

大
坪
財
産
管
理
課
長

　

保
証
人
の
取
り
扱
い
は
事
業

主
体
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お

り
、
保
証
人
を
求
め
る
場
合
で

あ
っ
て
も
住
宅
に
困
窮
す
る
低

額
所
得
者
に
対
し
て
的
確
に
公

営
住
宅
が
供
給
さ
れ
る
よ
う
、

地
域
の
実
情
等
を
勘
案
し
て
対

応
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
保
証
人

の
確
保
が
今
後
一
層
困
難
に
な

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
を

想
定
し
て
、
平
成
29
年
度
に
人

数
要
件
や
居
住
地
要
件
、
31
年

度
に
年
齢
要
件
や
収
入
要
件
、

法
人
保
証
も
可
能
と
す
る
な
ど
、

保
証
人
に
対
す
る
様
々
な
要
件

の
緩
和
を
行
っ
て
き
た
経
緯
が

あ
り
、
期
待
通
り
高
い
効
果
を

発
揮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
保
証

人
制
度
を
維
持
し
て
い
る
。

問　

市
営
住
宅
入
居
希
望
の
住

民
の
多
く
は
高
齢
者
や
ひ
と
り

親
世
帯
等
暮
ら
し
が
厳
し
い
世

帯
が
大
半
で
、
保
証
人
の
確
保

は
過
重
な
負
担
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
行
政
の
認
識
を
問
う
。

答　

大
坪
財
産
管
理
課
長

　

個
人
の
保
証
人
の
確
保
が
難

し
い
場
合
は
、
法
人
保
証
も
可

能
と
し
て
い
る
。
法
人
保
証
を

利
用
す
る
場
合
は
、
円
滑
に
進

む
よ
う
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

問　

高
齢
世
帯
等
は
保
証
人
を

頼
め
る
人
材
が
居
な
く
、
市
営

住
宅
入
居
を
諦
め
ざ
る
を
得
な

い
事
も
予
想
さ
れ
る
。

　

公
営
住
宅
の
目
的
の
「
住
宅

困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
低
廉

な
家
賃
で
提
供
す
る
」
事
と
「
保

証
人
規
定
」
は
相
反
す
る
事
態

を
招
く
恐
れ
が
あ
る
が
認
識
を

問
う
。

答　

大
坪
財
産
管
理
課
長

　

公
営
住
宅
を
提
供
す
る
一
方
、

借
受
人
に
は
家
賃
の
支
払
い
義

務
が
生
じ
る
。
仮
に
２
ヶ
月
滞

納
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
催

告
書
と
と
も
に
連
帯
保
証
人
に

も
通
知
を
出
す
対
応
を
し
て
お

り
、
こ
の
取
り
組
み
が
確
実
な

家
賃
収
納
に
繋
が
っ
て
い
る
面

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
借
り
手
と

貸
し
手
の
関
係
性
か
ら
言
え
ば

相
反
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

問　

全
国
３
９
２
自
治
体
が
保

証
人
規
定
を
廃
止
し
た
。
低
所

得
層
や
高
齢
者
の
行
き
場
を
保

障
す
る
為
に
見
直
し
を
行
い
、

保
証
人
規
定
の
廃
止
を
す
べ
き

と
思
う
が
今
後
の
対
応
を
問
う
。

答　

大
坪
財
産
管
理
課
長

　

県
内
で
は
高
知
県
、
高
知
市
、

南
国
市
、
香
南
市
が
新
規
入
居

分
よ
り
保
証
人
制
度
を
廃
止
し

て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
31
市
町

村
は
家
賃
収
納
の
観
点
か
ら
保

証
人
制
度
を
維
持
し
て
い
る
。

加
え
て
本
市
は
県
内
で
先
行
し

て
法
人
保
証
も
可
能
と
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
現
状

本
市
に
お
い
て
は
必
要
な
制
度

と
捉
え
て
お
り
、
制
度
は
維
持

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

問　

借
主
の
死
亡
と
共
に
連
帯

保
証
人
を
失
っ
た
同
居
者
が
、

有
料
の
保
証
人
委
託
を
せ
ざ
る

を
得
な
く
、
家
賃
と
毎
年
委
託

料
の
支
払
い
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
安
芸
市
は
再
度
検
討
し
、

保
証
人
規
定
の
廃
止
を
す
べ
き

と
思
う
が
考
え
を
問
う
。

答　

大
坪
財
産
管
理
課
長

　

様
々
な
要
件
緩
和
を
実
行
し

て
間
も
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
、

保
証
人
制
度
は
維
持
し
て
い
く

考
え
で
あ
る
。

 

２ 

防
災
無
線
に
つ
い
て

問　

防
災
無
線
が
聞
き
取
れ
な

い
地
域
住
民
か
ら
受
信
機
貸
し

出
し
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
て

い
る
。
市
民
の
命
を
守
る
為
に

対
象
拡
大
を
行
う
べ
き
と
考
え

る
が
今
後
の
対
応
を
問
う
。

答　

久
川
危
機
管
理
課
長

　

戸
別
受
信
機
の
貸
与
を
希
望

さ
れ
る
方
を
対
象
に
優
先
順
位

を
付
け
、
予
算
の
範
囲
内
で
貸

与
し
て
い
く
こ
と
を
検
討
す
る
。

 

３ 

福
祉
灯
油
に
つ
い
て

問　

灯
油
の
値
上
が
り
は
生
活

が
厳
し
い
世
帯
に
と
っ
て
は
大

き
な
負
担
増
で
あ
る
。
安
芸
市

も
福
祉
の
立
場
か
ら
支
援
対
策

を
求
め
る
。
対
応
を
問
う
。

答　

山
崎
福
祉
事
務
所
長

　

寒
さ
の
厳
し
い
北
海
道
な
ど

の
自
治
体
で
福
祉
灯
油
支
援
を

実
施
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
が
、
本
市
の
実
情
か
ら

灯
油
代
を
補
助
す
る
こ
と
は
考

え
て
い
な
い
。
な
お
、
生
活
保

護
費
に
は
冬
季
加
算
が
あ
る
。

一
般
質
問

一
般
質
問

川 島 憲 彦
（日本共産党）

かわ しま ひこのり

市議会だより安芸　第92号
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１  

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
へ

の
対
応
に
つ
い
て

問　

デ
ル
タ
株
の
弱
体
と
と
も

に
第
５
波
が
急
速
に
終
息
し
た

が
、
高
知
県
内
や
市
内
の
経
済

活
動
の
回
復
状
況
を
ど
う
見
て

い
る
か
。

答　

竹
部
副
市
長

　

感
染
の
収
束
が
続
い
て
い
る

が
、
市
民
に
は
慎
重
な
行
動
が

見
ら
れ
る
。
以
前
の
よ
う
な
水

準
を
取
り
戻
す
に
は
一
定
の
時

間
を
要
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。

問　

３
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
効
果
期
間
や
４
回
目
以
降
の

ワ
ク
チ
ン
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
ど
う
い
う
見
通
し
な
の
か
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

３
回
目
接
種
の
効
果
期
間
及

び
４
回
目
以
降
の
接
種
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
で
国
よ
り
示
さ

れ
て
い
な
い
。

問　

パ
ッ
ケ
ー
ジ
制
度
で
言
わ

れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
済

証
は
ど
う
い
っ
た
形
で
携
帯
す

れ
ば
よ
い
の
か
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

予
防
接
種
済
証
等
を
撮
影
し

た
画
像
や
コ
ピ
ー
等
の
確
認
で

も
構
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

又
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
接
種

証
明
証
の
交
付
も
開
始
さ
れ
る
。

問　

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
は
ど
こ
へ
申

し
込
め
ば
い
い
の
か
。
パ
ッ

ケ
ー
ジ
制
度
で
陰
性
証
明
の
た

め
に
検
査
す
る
場
合
の
検
査
費

用
は
ど
う
な
る
の
か
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
自
己

負
担
が
い
る
が
、
国
は
健
康
上

の
理
由
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
受

け
ら
れ
な
い
方
や
、
感
染
拡
大

時
に
は
、
無
症
状
の
方
で
も
、

無
料
で
検
査
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
支
援
す
る
と
し
て
い
る
。

 

２  

経
済
対
策
の
地
方
へ

の
効
果
に
つ
い
て

問　

他
業
種
に
比
べ
て
処
遇
改

善
が
遅
れ
て
い
る
介
護
、
保
育
、

看
護
職
に
つ
い
て
、
高
知
県
内

の
こ
う
し
た
方
達
の
処
遇
は
ど

う
い
う
状
況
か
。
ま
た
、
全
国

平
均
か
ら
見
て
ど
う
か
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

２
０
２
０
年
の
賃
金
構
造
基

本
調
査
に
よ
る
と
、
介
護
職
員

は
21

万
６
５
０
０
円
、
看
護
師

は
27

万
２
７
０
０
円
と
な
っ
て

お
り
、
い
ず
れ
も
全
国
平
均
よ

り
低
い
。

答　

山
崎
福
祉
事
務
所
長

　

高
知
県
の
保
育
士
の
月
給
は

23

万
６
２
０
０
円
、
全
国
平
均

の
24

万
５
８
０
０
円
よ
り
低
い
。

問　

介
護
職
、
保
育
士
、
看
護

師
の
資
格
取
得
に
か
か
る
専
門

学
校
の
数
、
必
要
な
学
費
、
資

格
取
得
の
た
め
の
公
的
支
援
に

つ
い
て
現
在
の
状
況
を
聞
く
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

看
護
師
の
専
門
学
校
は
県
内

に
６
校
あ
り
、
県
立
を
除
く
５

校
の
授
業
料
の
平
均
は
60

万
４

千
円
。
高
知
県
の
看
護
師
等
養

成
奨
励
金
貸
付
制
度
が
あ
る
。

介
護
福
祉
士
の
専
門
学
校
は
３

校
あ
り
、
授
業
料
等
の
平
均
は

１
０
４
万
２
千
円
。
高
知
県
社

会
福
祉
協
議
会
に
よ
る
介
護
福

祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
制
度
が

あ
る
。

答　

山
崎
福
祉
事
務
所
長

　

保
育
士
養
成
の
専
門
学
校
は

県
内
で
２
校
、
初
年
度
納
付
金

は
約
１
１
０
万
円
。
高
知
県
社

会
福
祉
協
議
会
に
よ
る
保
育
士

修
学
資
金
貸
付
制
度
や
、
入
学

金
や
生
活
費
の
一
部
を
助
成
す

る
ひ
と
り
親
対
象
の
高
等
職
業

訓
練
促
進
給
付
金
が
あ
る
。

問　

看
護
学
校
の
設
置
の
断
念

と
看
護
専
修
学
校
の
サ
テ
ラ
イ

ト
教
室
に
至
っ
た
理
由
と
経
過

及
び
多
機
能
施
設
の
内
容
に
つ

い
て
詳
細
を
聞
く
。

答　

横
山
市
長

　

今
年
９
月
に
副
知
事
よ
り
、

公
立
の
看
護
学
校
設
置
に
は
、

生
徒
の
確
保
や
運
営
費
負
担
等

課
題
が
多
い
と
の
報
告
を
受
け

た
。
そ
の
後
、
11

月
30

日
に
高

知
県
東
部
地
域
医
療
確
保
対
策

協
議
会
に
お
い
て
、
訪
問
看
護

支
援
セ
ン
タ
ー
の
東
部
サ
テ
ラ

イ
ト
や
、
看
護
師
養
成
の
機
能

等
を
有
す
る
多
機
能
支
援
施
設

を
高
知
県
に
お
い
て
整
備
す
る

計
画
が
示
さ
れ
た
。

問　

子
育
て
支
援
の
10
万
円
給

付
の
所
得
制
限
の
根
拠
と
な
っ

た
児
童
手
当
に
か
か
る
所
得
制

限
に
つ
い
て
、
現
在
の
制
度
で

は
不
公
平
感
が
あ
る
と
の
論
議

が
あ
る
が
、
市
長
は
ど
う
考
え

て
い
る
か
。

答　

横
山
市
長

　

共
働
き
と
専
業
主
婦
の
家
庭

で
は
不
適
切
な
格
差
が
生
じ
て

い
る
。
所
得
の
世
帯
合
算
や
所

得
制
限
の
額
に
つ
い
て
は
、
政

府
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

問　

社
会
保
障
と
税
、
災
害
の

３
分
野
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
使
え
る
が
、
カ
ー
ド
に
保

険
証
の
機
能
は
い
つ
か
ら
つ
い

て
い
る
の
か
。
ど
こ
の
病
院
や

薬
局
で
使
用
で
き
る
の
か
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用

は
、
今
年
の
10

月
20

日
か
ら
本

格
利
用
と
な
っ
て
い
る
。
本
市

で
は
、
12

月
５
日
時
点
で
は
２

医
療
機
関
と
４
薬
局
し
か
な
い
。

一
般
質
問

一
般
質
問

徳 久 研 二
（自由の会）

とく ひさ じけん

市議会だより安芸　第92号

〈 8 〉



 

１  

第
49
回
衆
議
選
挙
の

総
括
と
来
年
の
選
挙

に
つ
い
て

問　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
選
挙

で
工
夫
し
た
点
を
伺
う
。

答　

菊
池
選
管
委
員
会
委
員
長

　

立
会
人
を
減
す
な
ど
３
密
を

避
け
た
。
井
ノ
口
、
内
原
野
で

は
広
い
所
に
移
り
、
投
票
用
紙

の
同
時
交
付
も
解
消
し
て
い
る
。

問　

期
日
前
の
立
会
人
は
公
募

し
た
こ
と
が
あ
る
か
伺
う
。

答　

菊
池
選
管
委
員
会
委
員
長

　

当
日
立
会
人
は
公
募
し
て
い

る
が
、
期
日
前
は
し
て
い
な
い
。

問　

期
日
前
投
票
は
が
き
及
び

選
挙
公
報
は
、
い
つ
発
送
な
の

か
伺
う
。

答　

菊
池
選
管
委
員
会
委
員
長

　

入
場
券
は
公
告
前
に
、
公
報

は
届
き
次
第
発
送
し
て
い
る
。

問　

来
年
に
参
議
院
選
挙
が
あ

る
が
、
今
回
の
選
挙
を
振
り
返

り
ど
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
あ
れ
ば
伺
う
。

答　

菊
池
選
管
委
員
会
委
員
長

　

ミ
ス
の
な
い
選
挙
を
基
本
に
、

開
票
の
迅
速
化
や
感
染
症
対
策

を
講
じ
る
。

　

自
宅
で
車
い
す
生
活
の
方
の

投
票
方
法
等
、
例
を
示
し
広
報

等
で
伝
え
て
あ
げ
る
べ
き
だ
。

 

２  

ご
め
ん
・
な
は
り
線

あ
き
総
合
病
院
前
の

新
駅
に
つ
い
て

問　

安
芸
市
の
無
人
駅
で
ト
イ

レ
が
設
置
し
て
な
い
所
を
伺
う
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

あ
き
総
合
病
院
前
駅
の
み
で

あ
る
。

問　

な
ぜ
新
駅
に
ト
イ
レ
が
設

置
で
き
な
か
っ
た
の
か
伺
う
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

新
駅
近
辺
に
は
、
市
有
地
が

な
く
用
地
の
確
保
が
困
難
な
こ

と
や
、
病
院
内
ト
イ
レ
が
利
用

で
き
る
こ
と
等
か
ら
、
駅
近
辺

に
ト
イ
レ
は
設
置
し
て
い
な
い
。

問　

こ
こ
は
後
付
け
で
沿
線
の

方
々
の
要
望
に
対
し
て
活
性
化

協
議
会
の
会
長
で
あ
る
市
長
に

声
を
あ
げ
て
欲
し
い
が
伺
う
。

答　

横
山
市
長

　

担
当
課
長
答
弁
の
と
お
り
、

現
状
で
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た

い
が
、
お
困
り
の
方
も
い
る
よ

う
な
の
で
、
県
の
担
当
部
署
に

も
相
談
し
て
い
き
た
い

問　

あ
き
総
合
病
院
前
駅
か
ら

あ
き
総
合
病
院
へ
の
駐
車
場
内

ア
ー
ケ
ー
ド
設
置
の
要
望
が
あ

る
が
設
置
は
出
来
な
い
か
伺
う
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

市
と
し
て
雨
よ
け
等
を
整
備

す
る
計
画
は
な
い
が
、
駅
か
ら

病
院
ま
で
の
距
離
や
通
院
さ
れ

る
傷
病
者
の
方
の
利
用
を
考
え

る
と
、
利
便
性
向
上
を
図
る
た

め
、
病
院
敷
地
内
へ
の
設
置
が

で
き
な
い
か
、
県
に
検
討
い
た

だ
く
よ
う
働
き
か
け
た
い
。

　

安
芸
市
で
出
来
る
出
来
な
い

こ
と
が
あ
る
が
県
や
活
性
化
協

議
会
と
協
議
し
て
い
た
だ
き
た

く
要
望
致
し
ま
す
。

 

３  

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ

ク
チ
ン
積
極
的
勧
奨

再
開
に
向
け
て

問　

積
極
的
勧
奨
が
再
開
さ
れ

た
場
合
、
情
報
提
供
方
法
に
つ

い
て
、
周
知
予
定
、
周
知
方
法

に
つ
い
て
伺
う
。
今
後
定
期
接

種
対
象
年
齢
以
外
へ
の
救
済
制

度
が
導
入
さ
れ
た
場
合
、
情
報

提
供
の
方
法
、
周
知
対
象
、
周

知
方
法
を
伺
う
。

答　

植
野
市
民
課
長

　

国
の
通
知
に
基
づ
き
、
対
象

者
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、

予
診
票
等
の
個
別
送
付
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
接
種
を
勧
奨
し

て
い
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

積
極
的
な
勧
奨
の
差
し
控
え
に

よ
り
接
種
機
会
を
逃
し
た
方
へ

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

国
か
ら
方
針
が
具
体
的
に
示
さ

れ
た
ら
、
そ
れ
に
沿
っ
て
、
個

別
通
知
を
行
う
な
ど
、
速
や
か

に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

 
４  

市
民
が
安
心
で
安
全

に
使
用
で
き
る
ト
イ

 　

 

レ
の
設
置
に
つ
い
て

問　

市
民
会
館
の
舞
台
の
袖
の

和
式
ト
イ
レ
か
ら
今
風
の
洋
式

ト
イ
レ
に
設
置
出
来
な
い
か
伺

う
。
又
、
庁
舎
及
び
、
公
共
施

設
の
和
式
ト
イ
レ
、
洋
式
ト
イ

レ
に
手
す
り
な
ど
は
設
置
し
て

い
る
の
か
伺
う
。

答　

長
野
生
涯
学
習
課
長

　

昨
年
度
に
使
用
団
体
か
ら
要

望
を
い
た
だ
き
、
和
式
か
ら
洋

式
ト
イ
レ
へ
の
改
修
を
検
討
し

て
き
た
。
現
在
、
施
工
方
法
の

検
討
や
財
源
調
整
を
行
っ
て
い

る
。
又
、
ト
イ
レ
手
す
り
の
設

置
状
況
は
把
握
出
来
て
い
な
い

が
、
全
体
を
調
査
し
た
う
え
で
、

適
切
な
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

答　

大
坪
財
産
管
理
課
長

　

庁
舎
に
つ
い
て
は
、
東
庁
舎

1

階
の
多
目
的
ト
イ
レ
に
手
す

り
を
設
置
し
て
い
る
。

　

手
す
り
が
あ
れ
ば
、
安
心
で

安
全
に
使
用
で
き
る
と
思
う
。

一
般
質
問

一
般
質
問

米田　佐代子
（公明党）

よね だ こよさ

市議会だより安芸　第92号
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１  

農
福
連
携
推
進
の
進

捗
に
つ
い
て

問　

多
く
の
方
々
の
協
力
に
支

え
ら
れ
た
安
芸
市
の
農
福
連
携

の
取
組
は
、
国
か
ら
の
視
察
も

来
る
ほ
ど
全
国
的
に
注
目
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
数
年
間
就
労

に
励
ん
だ
利
用
者
に
は
新
た
な

目
標
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　

市
の
総
合
戦
略
に
も
農
福
連

携
の
推
進
が
含
ま
れ
て
い
る
が

自
ら
農
業
を
経
営
し
た
い
と
の

前
向
き
な
希
望
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
為
、
ど
の
様
な
制
度
を
活
用

で
き
る
か
伺
う
。

答　

大
坪
農
林
課
長

　

農
林
課
所
管
の
事
業
は
、
い

わ
ば
農
業
経
営
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
の
育
成
が
目
的
で
あ
る
。

主
要
な
新
規
就
農
推
進
事
業
や

園
芸
用
ハ
ウ
ス
整
備
事
業
な
ど

は
、
認
定
農
業
者
制
度
や
補
助

事
業
ご
と
の
要
件
を
満
た
す
事

で
活
用
が
可
能
で
あ
る
。

問　

安
芸
市
の
農
福
連
携
は
、

単
に
農
業
で
の
人
手
不
足
解
消

を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、

自
殺
予
防
の
取
組
の
副
産
物
で

あ
っ
て
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え

た
人
達
の
居
場
所
と
な
る
こ
と

を
最
も
重
要
と
し
て
い
る
。

　

多
様
性
を
受
け
入
れ
る
ま
ち

が
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
幸
せ

を
実
感
で
き
る
ま
ち
に
繋
が
る
。

　

地
域
の
理
解
と
連
携
に
は
、

市
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

粘
り
強
く
理
解
を
拡
大
す
る
為

ど
の
様
な
取
組
を
す
る
か
伺
う
。

答　

山
崎
福
祉
事
務
所
長

　

安
芸
市
障
害
者
自
立
支
援
協

議
会
の
就
労
支
援
専
門
部
会
が

関
係
機
関
と
連
携
し
、
チ
ラ
シ

作
成
や
研
修
会
の
開
催
、
生
活

訓
練
の
活
用
、
卒
業
後
の
進
路

選
択
と
し
て
教
育
現
場
と
の
連

携
を
拡
大
す
る
な
ど
、
様
々
な

取
組
を
し
て
い
る
。

 

２  

市
が
主
催
す
る
会
で

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ

ン
ス
に
つ
い
て

問　

市
政
の
意
思
決
定
に
係
る

各
種
委
員
会
で
女
性
が
圧
倒
的

に
少
な
い
。
委
員
選
定
の
基
準

と
方
法
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

審
議
会
等
設
置
目
的
に
応
じ

た
公
募
に
よ
る
委
員
選
任
や
法

律
の
定
め
に
よ
る
委
員
の
職
指

定
等
に
よ
り
選
任
す
る
。
ま
た

責
任
あ
る
意
見
や
団
体
を
代
表

す
る
意
見
を
求
め
た
い
と
い
う

考
え
か
ら
、
団
体
の
長
等
を
構

成
員
に
選
任
す
る
場
合
も
あ
る
。

問　

女
性
が
住
み
た
い
ま
ち
を

創
り
上
げ
な
い
限
り
、
ま
ち
は

女
性
か
ら
選
ば
れ
ず
衰
退
す
る
。

　

選
定
基
準
の
一
つ
と
し
て
今

後
、
男
女
の
バ
ラ
ン
ス
を
意
識

で
き
る
か
伺
う
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

男
女
の
バ
ラ
ン
ス
を
意
識
し

た
取
組
に
よ
り
、
近
年
女
性
の

登
用
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
。

引
き
続
き
、
委
員
を
選
出
す
る

関
係
団
体
や
所
管
課
等
に
は
、

委
員
選
任
に
あ
た
り
、
男
女
の

バ
ラ
ン
ス
を
よ
り
意
識
い
た
だ

け
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
。

問　

安
芸
市
の
将
来
を
協
議
す

る
会
の
う
ち
、
男
女
の
バ
ラ
ン

ス
が
偏
っ
て
い
れ
ば
今
す
ぐ
に

改
善
で
き
る
会
は
あ
る
か
伺
う
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

安
芸
市
森
林
整
備
促
進
協
議

会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
幅
広

い
意
見
を
反
映
で
き
る
よ
う
な

女
性
を
登
用
し
て
い
く
よ
う
、

担
当
課
と
協
議
し
て
い
る
。

　

今
後
も
男
女
の
均
衡
を
図
る

よ
う
全
庁
を
通
じ
て
、
よ
り
一

層
意
識
を
傾
け
て
い
き
た
い
。

 

３  

ふ
る
さ
と
納
税
制
度

に
つ
い
て

問　

ふ
る
さ
と
納
税
受
入
額
が

伸
び
て
い
る
自
治
体
は
、
自
治

体
自
ら
が
主
体
的
に
取
組
を

行
っ
て
い
る
。

　

県
内
の
他
の
自
治
体
と
比
べ

て
受
入
額
が
伸
び
て
い
な
い
現

状
で
、
ま
ず
市
が
制
度
を
ど
う

捉
え
て
い
る
の
か
伺
う
。

答　

岡
林
商
工
観
光
水
産
課
長

　

ふ
る
さ
と
納
税
は
故
郷
や
応

援
し
た
い
自
治
体
に
自
分
の
意

思
で
寄
附
が
で
き
る
制
度
で
あ

り
、
自
治
体
に
と
っ
て
も
返
礼

品
の
送
付
を
通
し
て
事
業
者
の

売
上
ア
ッ
プ
及
び
地
域
の
魅
力

向
上
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、

貴
重
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
市
と
し
て
も
寄
附

額
の
増
加
に
向
け
て
様
々
な
工

夫
を
行
っ
て
い
る
。

問　

民
間
事
業
者
を
巻
き
込
む

制
度
で
あ
る
。
市
が
民
間
事
業

者
と
同
じ
熱
量
で
対
峙
す
べ
き

協
議
会
の
発
足
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

岡
林
商
工
観
光
水
産
課
長

　

返
礼
品
事
業
者
を
対
象
と
し

た
研
修
会
を
今
年
度
中
に
実
施

し
、
制
度
に
関
す
る
知
識
な
ど

積
極
的
な
意
見
交
換
を
行
う
機

会
を
設
け
る
予
定
で
あ
る
。

問　

発
展
さ
せ
て
い
く
為
の
、

市
側
で
の
課
題
を
伺
う
。

答　

岡
林
商
工
観
光
水
産
課
長

　

事
業
者
の
制
度
に
対
す
る
意

欲
や
関
心
を
高
め
、
返
礼
品
事

業
者
数
及
び
返
戻
品
数
の
更
な

る
増
加
を
目
指
す
と
と
も
に
、

年
間
を
通
し
て
在
庫
数
を
確
保

す
る
な
ど
、
安
定
的
に
返
礼
品

を
提
供
で
き
る
体
制
を
整
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

一
般
質
問

一
般
質
問

佐 藤 倫 与
（市民の風）

さ とう よみち

市議会だより安芸　第92号
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１  

公
共
事
業
で
の
積
算

問
題
で
伺
う

問　

前
回
の
質
問
で
、
課
長
は

資
材
費
、
労
務
費
、
管
理
費
は

区
別
が
で
き
な
い
と
答
弁
さ
れ

た
が
、
国
へ
の
補
助
金
申
請
は

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の

か
。
こ
れ
ら
を
足
し
て
総
額
で

申
請
す
る
の
で
は
な
い
か
。

答　

五
百
藏
建
設
課
長

　

申
請
に
係
る
事
業
費
算
定
は
、

高
知
県
土
木
部
が
作
成
し
て
い

る
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
、

土
木
工
事
設
計
労
務
単
価
及
び

資
材
単
価
等
に
よ
り
事
業
費
を

積
算
し
、
申
請
し
て
い
る
。

　

申
請
に
あ
た
り
、
資
材
関
係

と
労
務
費
の
割
合
を
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
分
析
す
る
こ

と
も
な
い
。

 

２  

公
金
の
不
正
支
出
の

疑
い
に
つ
い
て

問　

先
の
議
会
答
弁
で
は
、
労

使
関
係
に
つ
い
て
は
口
を
出
せ

な
い
と
言
っ
た
。
労
務
単
価
は
、

市
が
行
う
事
業
費
に
設
定
さ
れ

た
賃
金
で
あ
る
。
１
万
７
千
円

が
１
万
円
し
か
支
給
さ
れ
て
な

い
。
７
千
円
は
不
正
支
出
で
は

な
い
か
。

答　

五
百
藏
建
設
課
長

　

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
は
、

所
定
内
労
働
時
間
８
時
間
当
た

り
の
日
額
相
当
の
基
本
給
相
当

額
と
、
基
準
内
手
当
、
賞
与
等

の
臨
時
の
給
与
の
日
額
換
算
、

食
事
等
の
実
物
給
与
に
よ
り
設

定
さ
れ
て
お
り
、
日
額
相
当
の

基
本
給
相
当
額
の
み
が
設
定
さ

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
労
務
単
価
は
雇

用
契
約
に
お
け
る
支
払
い
賃
金

を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。

 

３  

公
共
事
業
で
の
指
名

願
の
審
査
に
つ
い
て

問　

審
査
の
条
件
と
し
て
建
設

業
退
職
金
共
済
（
建
退
共
）
の

加
入
状
況
、
共
済
加
入
履
行
証

明
書
等
の
提
出
を
行
わ
せ
、
退

職
制
度
を
奨
励
す
る
の
が
条
件

と
な
っ
て
い
る
と
思
う
が
ど
う

か
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

建
退
共
へ
の
加
入
は
、
事
業

者
の
任
意
加
入
な
の
で
、
指
名

登
録
の
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、

絶
対
条
件
と
し
て
い
な
い
。

問　

建
退
共
加
入
は
強
制
で
は

な
い
が
、
手
帳
を
交
付
す
る
の

が
法
律
で
強
制
さ
れ
て
い
る
。

　

な
ぜ
質
問
す
る
か
と
言
え
ば
、

建
設
労
働
者
と
し
て
15
年
余
り

働
き
高
齢
と
な
っ
た
の
で
退
職

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
退
職
金
、

手
帳
の
話
が
全
く
な
し
と
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
建
退
共
の
掛

金
は
、
公
共
事
業
費
に
含
ま
れ

て
払
わ
れ
て
お
り
補
助
し
て
い

る
。
問
題
は
業
者
が
実
行
し
て

い
な
い
点
に
あ
る
。
ど
う
し
て

こ
う
な
る
か
。
行
政
と
し
て
点

検
し
確
認
す
る
こ
と
の
手
落
ち

で
は
な
い
か
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

証
紙
貼
付
の
手
帳
交
付
に
つ

い
て
は
、
事
業
者
の
責
務
に
お

い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
認
識

し
て
い
る
。

　

証
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
者

の
不
利
益
に
つ
な
が
る
。
そ
の

場
合
は
、
事
業
者
等
に
適
正
な

履
行
の
啓
発
を
行
い
た
い
。

問　

行
政
が
指
導
す
る
証
紙
を

貼
っ
て
い
る
か
、
せ
め
て
給
料

日
に
労
働
者
に
確
認
さ
せ
る
等

が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
ら
が
さ
れ
て
な
い
か
ら
、

労
務
者
に
と
っ
て
当
然
も
ら
え

る
も
の
が
も
ら
え
な
い
。
行
政

に
す
れ
ば
掛
金
を
払
い
、
企
業

の
儲
け
に
な
っ
て
い
る
。
悪
く

言
え
ば
、
公
金
の
無
駄
遣
い

じ
ゃ
な
い
か
。

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

行
政
は
、
事
業
者
に
証
紙
貼

付
を
指
導
す
る
立
場
に
な
い
の

で
啓
発
の
方
を
し
っ
か
り
行
う
。

 

４  

農
業
対
策
に
つ
い
て

問　

今
日
、
重
油
の
値
上
が
り

で
ナ
ス
の
出
荷
量
も
少
な
く
例

年
の
量
が
な
く
、
し
か
も
値
が

安
く
年
が
越
せ
な
い
の
声
が
あ

る
。
せ
め
て
重
油
代
へ
の
支
援

対
策
が
で
き
な
い
も
の
か
の
声

が
あ
る
。

　

さ
ら
に
漁
業
者
に
と
っ
て
も

同
じ
声
が
出
さ
れ
て
い
る
。
農

家
に
と
っ
て
は
切
実
な
声
で
あ

る
が
ど
う
か
。

答　

大
坪
農
林
課
長

　

現
在
、
燃
油
価
格
高
騰
の
影

響
を
補
填
金
に
よ
り
緩
和
す
る

施
設
園
芸
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

構
築
事
業
が
既
に
発
動
す
る
こ

と
が
確
定
し
た
中
で
、
４
３
３

人
が
加
入
す
る
状
況
に
あ
る
こ

と
か
ら
直
接
的
な
支
援
は
検
討

し
て
い
な
い
。

　

た
だ
、
国
で
は
２
０
５
０
年

に
園
芸
施
設
で
の
化
石
燃
料
を

使
用
し
な
い
施
設
へ
の
完
全
移

行
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
等
へ
の
転
換
な

ど
導
入
支
援
策
を
検
討
し
て
い

る
。

答　

岡
林
商
工
観
光
水
産
課
長

　

漁
業
者
へ
の
燃
油
価
格
高
騰

支
援
策
と
し
て
漁
業
経
営
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
構
築
事
業
が
あ

り
、
漁
業
者
と
国
の
拠
出
に
よ

り
資
金
を
造
成
し
、
燃
油
価
格

が
一
定
基
準
以
上
に
上
昇
し
た

際
に
補
填
金
を
交
付
す
る
仕
組

に
な
っ
て
い
る
。

　

引
き
続
き
漁
業
者
と
の
情
報

共
有
に
努
め
る
。

一
般
質
問

一
般
質
問

千光士伊勢男
（日本共産党）

せん こう じ い せ お

市議会だより安芸　第92号
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１  

市
の
施
策
と
方
向

●
子
育
て
世
代
の
保
育
料
軽
減

　

国
は
幼
稚
教
育
・
保
育
所
等

３
歳
か
ら
５
歳
児
ク
ラ
ス
及
び

住
民
税
非
課
税
世
帯
０
歳
か
ら

２
歳
児
ク
ラ
ス
の
利
用
料
無
償

化
が
令
和
元
年
10
月
に
始
ま
る
。

問　

第
２
子
保
育
料
完
全
無
料

化
の
市
長
の
考
え
は
？

答　

横
山
市
長

　

子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ
る

環
境
を
整
え
て
少
子
化
対
策
を

進
め
る
う
え
で
、
有
効
な
施
策

で
あ
る
と
考
え
る
。

問　

第
１
子
保
育
料
引
下
げ
検

討
へ
の
市
長
の
考
え
は
？

　

ま
た
、
一
気
に
第
１
子
保
育

料
無
料
化
を
進
め
て
は
？

答　

横
山
市
長

　

安
芸
市
少
子
化
対
策
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
、
子
育
て
に
不
安
や
負
担

を
感
じ
る
理
由
と
し
て
、
経
済

的
負
担
が
大
き
い
と
い
う
回
答

が
多
か
っ
た
。
少
子
化
に
対
応

す
る
支
援
策
と
し
て
、
第
２
子

保
育
料
の
完
全
無
料
化
と
あ
わ

せ
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
み
、

第
１
子
保
育
料
を
軽
減
し
、
子

育
て
の
入
り
口
部
分
で
経
済
的

な
負
担
を
少
し
で
も
解
消
し
た

い
。
第
１
子
保
育
料
の
完
全
無

料
化
は
財
源
の
問
題
も
あ
り
、

今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

問　

保
育
料
軽
減
額
を
地
域
循

環
型
通
貨
で
還
元
し
、
地
域
経

済
活
性
化
策
と
兼
任
し
て
は
？

答　

横
山
市
長

　

保
育
料
の
軽
減
や
無
料
化
は

子
育
て
支
援
と
し
て
、
家
計
へ

の
負
担
を
和
ら
げ
る
目
的
で
実

施
す
る
も
の
で
、
地
域
通
貨
で

の
還
元
と
い
っ
た
地
域
内
消
費

に
使
途
を
限
定
せ
ず
実
施
す
る
。

●
マ
イ
レ
ー
ル
「
ご
め
ん
・
な

は
り
線
」
は
大
丈
夫
か
？

問　

ご
め
ん
・
な
は
り
線
へ
の

市
長
の
所
見
は
？

答　

横
山
市
長

　

人
口
減
少
や
高
速
道
路
の
延

伸
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

等
に
よ
り
運
輸
収
入
は
落
ち
込

み
、
経
営
は
一
層
厳
し
い
状
況

に
あ
る
。
沿
線
住
民
の
生
活
を

支
え
、
観
光
振
興
等
ま
ち
の
賑

わ
い
を
促
す
動
脈
と
し
て
、
同

路
線
の
維
持
発
展
に
努
め
る
。

問　

鉄
道
経
営
助
成
基
金
か
ら

新
駅
整
備
費
を
捻
出
し
、
基
金

が
減
り
５
年
間
10
億
円
の
再
造

成
を
決
め
た
が
、
見
通
し
は
？

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

活
性
化
協
議
会
が
試
算
し
た

基
金
残
高
見
通
し
に
よ
る
と
、

今
後
も
基
金
残
高
は
徐
々
に
減

少
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
、

早
け
れ
ば
令
和
８
年
度
中
に
一

時
的
に
基
金
が
底
を
つ
き
、
令

和
10
年
度
末
に
は
資
金
シ
ョ
ー

ト
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

問　

赤
字
経
営
状
況
の
改
善
へ

の
考
え
を
問
う
？

答　

大
野
企
画
調
整
課
長

　

同
路
線
は
沿
線
住
民
の
日
常

生
活
に
不
可
欠
な
イ
ン
フ
ラ
で

あ
り
、
地
域
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
マ
イ
レ
ー
ル
で
あ
る
。
今

後
も
持
続
可
能
な
鉄
道
運
営
を

実
現
す
る
た
め
、
中
長
期
的
な

視
点
に
よ
る
経
営
改
善
・
経
営

基
盤
の
強
化
が
必
要
と
考
え
る
。

問　

基
金
が
枯
渇
し
、
資
金

シ
ョ
ー
ト
し
た
場
合
は
公
共
交

通
事
業
は
や
め
る
の
か
？

答　

横
山
市
長

　

地
域
公
共
交
通
は
、
自
動
車

を
利
用
し
な
い
方
や
移
動
が
制

約
さ
れ
が
ち
な
方
達
に
対
し
、

通
勤
や
通
院
、
買
物
等
の
移
動

手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
が
あ

る
。
資
金
シ
ョ
ー
ト
し
な
い
手

だ
て
等
、
今
後
も
取
締
役
会
等

で
意
見
交
換
を
し
て
い
き
た
い
。

問　

地
域
を
担
う
子
ど
も
達
の

為
に
、
ご
め
ん
・
な
は
り
線
を

ど
う
未
来
に
引
継
ぐ
の
か
？

答　

横
山
市
長

　

同
路
線
を
後
世
に
受
け
継
ぐ

こ
と
は
、
現
在
を
生
き
る
私
た

ち
の
使
命
で
あ
る
。
誰
も
が
気

軽
に
利
用
で
き
る
地
域
に
相
応

し
い
生
活
路
線
と
し
て
継
承
し

て
い
く
た
め
、
今
後
も
関
係
機

関
や
沿
線
住
民
の
皆
様
と
と
も

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

一
般
質
問

一
般
質
問

小 松 進 也
（こころざし自由の会）

こ まつ やしん

基本残高（億円）

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

▲1.00

▲2.00

R3

0.47

R4

1.59

R5

2.25

R6

2.83

R7

2.98

R8

0.89

R9

▲0.17

R10

▲1.58

安芸市独自の保育料軽減事業
開始年 支援額［円］

18 歳以下の多子世帯

第３子以降の保育料の無料
Ｈ２１年度

Ｒ３年度試算

４,892,000

３歳〜５歳児全ての副食費免除

（国事業対象外の児童分）
Ｒ元年度

Ｒ３年度試算

8,190,000

保育所の同時入所

第２子無料
Ｒ３年度

Ｒ３年度試算

9,113,000

上記合計 22,195,000

第２子保育料完全無料化

（条件の完全撤廃１２世帯予定）
Ｒ４年度

見込み概算

6,000,000

第１子保育料引下げ

（Ｒ３年９月時点４５世帯）
検討中

見込み概算

８,500,000

ごめん・なはり線のコロナ禍前後での経営状況は
Ｒ元年度（コロナ禍前） Ｒ２年度（コロナ禍中）

営業損益
（売上高−売上原価−販売費及び一般管理費）

▲ 1 億 9,714 万円 ▲ 3 億 12 万円

経常損益
（営業損益−営業外費用）

▲ 1 億 9,500 万円 ▲ 2 億 8,790 万円

純損益
（赤字補てん補助額除）

▲ 1 億 1,300 万円 ▲ 1 億 5,680 万円

損失補てん補助金
赤字額

Ｈ１６年〜Ｒ２年の１７年間

総額 ▲ 9 億 3,579 万円

Ｒ元年赤字をＲ２年度に

▲ 1 億 1,300 万円

国定資産税相当額
拠出額

Ｈ１５年〜２４年の１０年全額＋Ｈ２５年〜Ｒ２年相当額２５％

総額   約 7 億 3,200 万円
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１  

政
治
資
金
規
正
法
・

公
職
選
挙
法

　

小
松
文
人
議
員
の
政
治
資
金

規
正
法
の
執
拗
な
質
問
は
、
こ

れ
ま
で
で
４
度
で
あ
る
。
事
実

の
事
で
あ
れ
ば
致
し
方
な
い
が
、

度
重
な
る
虚
構
の
発
言
に
は
閉

口
し
て
お
る
。
何
等
関
係
の
無

い
請
負
業
者
に
と
っ
て
は
名
誉

を
傷
つ
け
ら
れ
、
信
用
を
失
し
、

営
業
妨
害
に
も
な
る
大
問
題
で

あ
る
。
同
じ
議
会
人
と
し
て
大

へ
ん
御
迷
惑
を
掛
け
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
。
特
に
議
会
人
で
あ

れ
ば
、
人
を
陥
れ
る
虚
構
は
止

め
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
議
員

と
し
て
哀
れ
み
を
感
じ
る
し
情

け
無
い
。
事
実
で
あ
れ
ば
こ
の

問
題
は
、
公
の
議
会
で
は
な
く
、

公
費
を
使
わ
ず
自
己
に
於
て
、

堂
々
と
司
法
の
場
で
や
る
べ
き

事
で
あ
る
。
今
ま
で
こ
の
様
な

虚
言
は
捨
て
お
こ
う
と
思
っ
て

沈
黙
し
て
い
た
が
、
増
々
増
長

し
て
、
百
条
委
員
会
を
開
く
、

百
条
委
員
会
を
設
置
す
る
等
と
、

鬼
の
首
で
も
取
っ
た
が
毎
く
意

気
込
ん
で
い
る
が
、
堪
っ
た
も

の
で
な
い
。

問　

百
条
委
員
会
は
地
方
自
治

法
規
定
で
あ
る
。
そ
の
第
１
０

０
条
第
１
項
の
条
文
を
伺
う
。

こ
の
問
題
は
直
接
市
民
に
関
わ

る
問
題
で
は
無
く
、
大
へ
ん
申

し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

答　

答
弁
す
る
者
な
し

問　

選
挙
事
務
所
が
借
家
の
場

合
は
、
家
賃
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
か
伺
う
。

答　

大
城
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長

　

契
約
に
よ
る
が
無
料
の
場
合

も
あ
る
。

問　

私
は
23
年
間
、
只
の
一
度

も
家
賃
を
支
払
っ
た
事
は
無
い

が
、
こ
の
事
が
公
職
選
挙
法
・

政
治
資
金
規
正
法
に
抵
触
す
る

も
の
か
明
確
に
伺
う
。

答　

大
城
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長

　

無
償
で
借
り
た
ら
寄
附
と
し

て
収
支
報
告
が
必
要
で
あ
る
。

問　

も
し
抵
触
す
れ
ば
違
法
行

為
で
あ
り
、
犯
罪
行
為
で
あ
る

と
思
う
が
、
明
確
に
伺
う
。

　

議
会
で
の
発
言
は
全
く
、
嘘

で
塗
り
固
め
た
も
の
で
あ
る
。

小
松
文
人
議
員
は
謄
本
で
確
認

し
て
お
る
。
然
し
そ
れ
は
建
物

で
な
く
土
地
の
も
の
で
あ
っ
た
。

答　

答
弁
す
る
者
な
し

問　

「
Ｘ
議
員
の
土
地
・
建
物

は
本
人
名
義
か
ど
う
か
」
等
と

質
問
し
て
お
る
が
、
本
人
名
義

で
な
く
て
も
、
公
職
選
挙
法
に

は
抵
触
は
し
な
い
伺
う
。

　

議
会
で
一
々
質
問
等
せ
ず
に
、

謄
本
で
確
認
す
れ
ば
一
目
瞭
然

で
は
な
い
か
。
何
故
し
な
い
の

か
摩
訶
不
思
議
で
あ
る
。

答　

大
城
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長

　

本
人
名
義
の
必
要
は
な
い
。

問　

請
負
業
者
か
ら
後
援
会
へ

の
寄
付
で
な
く
、
後
援
会
に
対

し
て
、
個
人
と
し
て
の
直
接
の

寄
付
は
違
法
で
は
な
い
伺
う
。

　

小
松
文
人
議
員
は
「
ま
あ
最

終
的
に
は
百
条
委
員
会
な
り
開

い
た
ら
、
全
部
出
て
来
る
事
や

け
ん
ど
、
そ
の
登
記
簿
も
法
務

局
へ
行
っ
た
ら
取
れ
る
。
内
容

的
に
言
っ
た
ら
、
安
芸
市
と
請

負
契
約
の
あ
る
業
者
の
代
表
取

締
役
の
社
長
と
、
夫
婦
の
共
同

所
有
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

と
大
ホ
ラ
を
吹
い
て
思
わ
せ
振

り
を
し
て
い
る
が
、
然
し
そ
の

肝
心
な
謄
本
は
建
物
で
な
く
、

土
地
の
事
項
証
明
で
は
な
い
か
。

一
番
肝
心
で
重
要
な
証
拠
と
な

る
謄
本
は
、
私
が
事
務
所
と
し

て
使
用
し
て
い
る
建
物
の
謄
本

を
明
確
に
提
示
す
べ
き
で
あ
る

が
、
よ
う
示
さ
な
い
で
は
な
い

か
。
卑
劣
極
る
。
恰
も
百
条
委

員
会
を
設
置
す
る
等
と
粋
が
っ

て
い
る
が
、
設
置
等
出
来
る
根

拠
は
微
塵
も
無
い
が
、
設
置
を

心
待
ち
し
て
お
る
。
私
は
空
き

家
と
な
っ
て
い
た
知
人
の
建
物

を
個
人
的
に
無
償
で
、
約
26
年

位
前
か
ら
使
用
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
請
負
業

者
か
ら
土
地
も
建
物
も
何
等
借

り
て
お
る
も
の
で
な
い
。
明
確

に
言
っ
て
お
く
。
人
を
陥
れ
る

卑
劣
な
事
は
大
概
に
止
め
る
べ

き
で
あ
る
。
み
と
も
な
い
。
そ

の
様
な
嘘
が
次
か
ら
次
と
よ
く

思
い
つ
く
も
の
だ
と
感
心
し
、

又
呆
れ
果
て
て
お
る
。

答　

大
城
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長

　

わ
か
り
か
ね
る
。

問　

刑
法
第
１
９
９
条
第
１
項

（
収
賄
罪
）
の
条
文
を
伺
う
。

答　

答
弁
す
る
者
な
し

問　

収
賄
罪
の
公
訴
時
効
を
伺

う
。

　

公
訴
時
効
ま
で
ま
だ
十
分
あ

る
。
口
で
は
な
く
議
会
人
で
あ

れ
ば
特
別
職
公
務
員
で
あ
る
。

実
際
に
公
訴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

思
わ
せ
振
り
の
犬
の
遠
吠
え
等

せ
ず
に
、
公
職
選
挙
法
・
政
治

資
金
規
正
法
で
、
議
員
と
し
て

堂
々
と
、
誰
も
引
き
込
ま
ず
、

誰
に
も
迷
惑
掛
け
ず
に
、
一
人

で
納
得
す
る
ま
で
、
公
訴
す
れ

ば
よ
い
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

答　

大
城
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長

　

５
年
で
あ
る
。

一
般
質
問

一
般
質
問

山 下 正 浩
（共歩会）

やま した ひろまさ
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議案等の議決結果及び各議員の賛否の状況

議

案

番

号

件　　　　名

議

決

結

果

小
谷　

昇
義　

（
こ
自
）

長
野　

弘
昌　

（
こ
自
）

小
松　

進
也　

（
こ
自
）

藤
田　

伸
也　

（
共
歩
）

小
松　
　

進　

（
自
由
）

徳
久　

研
二　

（
自
由
）

山
下　
　

裕　

（
市
民
）

佐
藤　

倫
与　

（
市
民
）

米
田
佐
代
子　

（
公
明
）

川
島　

憲
彦　

（
共
産
）

山
下　

正
浩　

（
共
歩
）

小
松　

文
人　

（
こ
自
）

尾
原　

進
一　

（
無
）

千
光
士
伊
勢
男
（
共
産
）

令和３年第３回臨時会（１１月１１日）

100 安芸市が当事者である訴えの提起に関する件 可決 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 × 〇 － 〇

令和３年第４回定例会

81 令和２年度安芸市一般会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

82 令和２年度安芸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定

83 令和２年度安芸市元気バス事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

84
令和２年度安芸市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算認定の件
認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

85 令和２年度安芸市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

86
令和２年度安芸市鉄道経営助成基金事業特別会計歳入歳出決算

認定の件
認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

87 令和２年度安芸市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

88 令和２年度安芸市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

89 令和２年度安芸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

90 令和２年度安芸市住宅団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

91 令和２年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

92 令和２年度安芸市水道事業会計歳入歳出決算認定の件 認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

101 副市長選任について同意を求める件 同意

102 監査委員選任について同意を求める件 同意

103 安芸市立統合中学校敷地造成工事請負契約の一部変更の件 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 早 〇 × 〇 － 〇

104 漁侵第２号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 早 〇 〇 〇 － 〇

105
安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

106 安芸市市税条例の一部を改正する条例 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

107 安芸市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

108
安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

109
安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

110 安芸市手話言語条例 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

111 安芸市はたやま憩の家条例を廃止する条例 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

112
安芸市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道

路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

113 安芸市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

114 権利の放棄に関する件 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

115 市道の路線認定の件 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

116 町字区域の変更の件 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

117 字区域の変更の件 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

◯令和３年第３回臨時会及び第４回定例会

市議会だより安芸　第92号

〈 14 〉



※「○」：賛成、　「×」：反対、　「欠」：欠席、　「早」：早退、　「－」：議長につき表決に加わらず。

※人事案件については賛否の公表はいたしません。

※議員名の下の括弧は、党派名又は会派名を略して記載しています。正式名称は次のとおりです。

　「こ自」：こころざし自由の会、　「共歩」：共歩会、　「共産」：日本共産党、　「公明」：公明党、　「自由」：自由の会、

　「市民」：市民の風

令和３年第３回臨時会及び第４回定例会報告

報告番号 件　　　　名 結　　果

令和３年第３回臨時会（１１月１１日）

12 専決処分の報告について 受　　理

13 専決処分の報告について 受　　理

14 専決処分の報告について 受　　理

15 専決処分の報告について 受　　理

令和３年第４回定例会

16 専決処分の報告について 受　　理

17 専決処分の報告について 受　　理

会議録の閲覧

　会議録の閲覧を希望される方は、市民図書館、女性の家及び各

公民館（安芸・赤野・穴内・黒鳥・井ノ口・栃ノ木・土居・江川・

伊尾木・川北・東川）に備えてありますので、ご利用ください。

　また、市ホームページでも閲覧できます。

議

案

番

号

件　　　　名

議

決

結

果

小
谷　

昇
義　

（
こ
自
）

長
野　

弘
昌　

（
こ
自
）

小
松　

進
也　

（
こ
自
）

藤
田　

伸
也　

（
共
歩
）

小
松　
　

進　

（
自
由
）

徳
久　

研
二　

（
自
由
）

山
下　
　

裕　

（
市
民
）

佐
藤　

倫
与　

（
市
民
）

米
田
佐
代
子　

（
公
明
）

川
島　

憲
彦　

（
共
産
）

山
下　

正
浩　

（
共
歩
）

小
松　

文
人　

（
こ
自
）

尾
原　

進
一　

（
無
）

千
光
士
伊
勢
男
（
共
産
）

118 令和３年度安芸市一般会計補正予算（第５号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 早 〇 〇 〇 － 〇

119 令和３年度安芸市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 早 〇 〇 〇 － 〇

120 令和３年度安芸市元気バス事業特別会計補正予算（第１号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 早 〇 〇 〇 － 〇

121 令和３年度安芸市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 早 〇 〇 〇 － 〇

122 令和３年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 早 〇 〇 〇 － 〇

123
安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改

正する条例
（継続審査）

124 安芸市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可決 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 × 〇 － 〇

125 安芸市長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 可決 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 × 〇 － 〇

126 令和３年度安芸市一般会計補正予算（第６号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇

127
保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と、保育士の処遇

の抜本的な改善を求める意見書
可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 － 〇

128
中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求

める意見書
可決 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × 〇 × 〇 － 〇

安芸市議会会議録 検　索
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議員の本会議・委員会への出席状況（令和３年７月～令和３年 12 月）

 ※「○」：出席、　「×」：欠席、　「／」は、当該議員が会議に所属前、所属後の場合（交代）の表示です。

本　　会　　議

小
谷　

昇
義

長
野　

弘
昌

小
松　

進
也

藤
田　

伸
也

小
松　
　

進

徳
久　

研
二

山
下　
　

裕

佐
藤　

倫
与

米
田
佐
代
子

川
島　

憲
彦

山
下　

正
浩

小
松　

文
人

尾
原　

進
一

千
光
士
伊
勢
男

第２回臨時会 ７月 14 日 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第３回定例会

９月 21 日 開会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９月 24 日 質疑 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 月 ４ 日 一般質問 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 月 ５ 日 一般質問 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 月 ７ 日 採決・閉会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第３回臨時会 11 月 11 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第４回定例会

12 月 ６ 日 開会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 ８ 日 質疑 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 15 日 一般質問 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 16 日 一般質問 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 17 日 一般質問 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 21 日 採決・閉会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議会運営
委員会

徳
久　

研
二

小
松　

文
人

山
下　
　

裕

小
松　

進
也

小
松　
　

進

米
田
佐
代
子

山
下　

正
浩

千
光
士
伊
勢
男

７月 14 日 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇

８月 ５ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９月 17 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９月 24 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 月 ６ 日 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

11 月 10 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 ３ 日 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 17 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 20 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和２年度
決算審査特別委員会

藤
田　

伸
也

小
松　

進
也

小
谷　

昇
義

小
松　
　

進

徳
久　

研
二

佐
藤　

倫
与

米
田
佐
代
子

川
島　

憲
彦

山
下　

正
浩

小
松　

文
人

千
光
士
伊
勢
男

９月 24 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 月 １ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 月 ２ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 月 ４ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 月 ５ 日 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

懲　罰
特別委員会

川
島　

憲
彦

藤
田　

伸
也

小
谷　

昇
義

小
松　

進
也

小
松　
　

進

山
下　
　

裕

米
田
佐
代
子

千
光
士
伊
勢
男

８月 16 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９月 １ 日 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議会広報
特別委員会

山
下　
　

裕

小
松　

進
也

小
谷　

昇
義

徳
久　

研
二

米
田
佐
代
子

川
島　

憲
彦

山
下　

正
浩

７月 29 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇

８月 10 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 月 ７ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 月 ８ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11 月 15 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 20 日 ○ 〇 〇 〇 〇 ×

議会ＩＣＴ
調査研究

特別委員会

小
谷　

昇
義

藤
田　

伸
也

長
野　

弘
昌

小
松　
　

進

佐
藤　

倫
与

川
島　

憲
彦

12 月 ６ 日 ○ 〇 〇 〇 〇 〇

総務文教
委員会

川
島　

憲
彦

小
松　
　

進

小
松　

進
也

藤
田　

伸
也

佐
藤　

倫
与

小
松　

文
人

尾
原　

進
一

９月 27 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 ９ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

産業厚生
委員会

千
光
士
伊
勢
男

小
谷　

昇
義

長
野　

弘
昌

徳
久　

研
二

山
下　
　

裕

米
田
佐
代
子

山
下　

正
浩

９月 28 日 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 10 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議 員 協 議 会

小
谷　

昇
義

長
野　

弘
昌

小
松　

進
也

藤
田　

伸
也

小
松　
　

進

徳
久　

研
二

山
下　
　

裕

佐
藤　

倫
与

米
田
佐
代
子

川
島　

憲
彦

山
下　

正
浩

小
松　

文
人

尾
原　

進
一

千
光
士
伊
勢
男

７月 14 日 安芸市立統合中学校の設計変更について 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 ８ 日 特別職報酬等審議会の答申他 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇

12 月 16 日 特別職報酬等審議会の答申他 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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※基金は、その年度の３月末の数字。

①決算の状況

会　計　名 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額

一　般　会　計 １７５億４，４５２万円 １６７億９，３７７万円 ７億５，０７５万円

特

別

会

計

国民健康保険事業 ３０億２，１９３万円 ３０億５５３万円 １, ６４０万円

元気バス事業 ３，３９５万円 ３，３９５万円 0

住宅新築資金等貸付事業 ４，１２０万円 1 ２４万円 ３，９９６万円

公共下水道事業 ６億４７５万円 ６億２０６万円 ２６９万円

鉄道経営助成基金事業 １１億７４２万円 １１億７４２万円 0

農業集落排水事業 ７，１５８万円 ７，１５８万円 0

墓地公園事業 ２２８万円 ２２８万円 0

介護保険事業 ２４億６，５１５万円 ２４億２，４９７万円 ４，０１８万円

住宅団地整備事業 ２，４０５万円 １，０４７万円 １，３５８万円

後期高齢者医療事業 ３億２，５０５万円 ３億１，７８１万円 ７２４万円

水道事業会計（収益的収支） ２億９，５３４万円 ２億４，４７５万円 ５，０５９万円

②地方債（市の借金）の状況

令和２年度末 令和元年度末 増減

一般会計ほか（下記の会計除く） １３３億６，６１３万円 １３０億１，９５８万円 ３億４，６５５万円

公共下水道事業特別会計 ３７億５，２９９万円 ３９億１，８６９万円 ▲ １億６，５７０万円

農業集落事業特別会計 ４億３，３１３万円 ４億５，６０４万円 ▲ ２，２９１万円

住宅団地整備事業特別会計 ８７４万円 １，９１０万円 ▲ １，０３６万円

上水道事業 ８億３，３１３万円 ８億７，２５２万円 ▲ ３，９３９万円

③基金（市の貯金）の状況

令和２年度末 令和元年度末 増減

総額 ７５億１，４５５万円 ７５億１，４８５万円 ▲ ３０万円

　うち行政振興基金 １１億９，８０８万円 １１億９，６５２万円 １５６万円

　うち減債調整基金 １８億１，８４４万円 １６億９，８２９万円 １億２, ０１５万円

　うち施設整備基金 ２６億２，１１１万円 ２６億１，１０６万円 １，００５万円

　うち鉄道経営助成基金 ３億１，６０１万円 ５億４，１２４万円 ▲ ２億２，５２３万円

令和２年度決算審査について

　

継
続
審
査
と
し
た
令
和
２
年

度
決
算
認
定
に
関
す
る
12
議
案

に
つ
い
て
、
議
長
と
当
該
決
算

年
度
の
監
査
委
員
を
除
い
た
委

員
11
名
（
藤
田
伸
也
委
員
長
）

に
よ
り
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

11
月
１
・
２
・
４
・
５
日
、
慎

重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
全
12
件
に
つ

い
て
「
賛
成
全
員
で
可
決
す
べ

き
も
の
」
と
決
し
ま
し
た
。

・
意
見

　

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
で
累
積
赤
字
分
を
一
般
会
計

か
ら
の
繰
り
入
れ
を
行
い
、
加

入
世
帯
の
負
担
を
求
め
な
か
っ

た
対
応
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
説
明
の
中
で
、

早
い
段
階
で
国
保
税
の
引
き
上

げ
と
い
う
言
及
が
あ
っ
た
が
、

国
保
税
の
減
額
が
強
く
求
め
ら

れ
る
中
で
の
国
保
税
の
引
き
上

げ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
国
の
負

担
割
合
の
見
直
し
と
、
市
町
村

の
判
断
に
よ
る
法
定
外
繰
り
入

れ
に
よ
り
、
市
民
負
担
を
軽
減

す
る
対
応
を
強
く
求
め
る
。

（
令
和
２
年
度
決
算
審
査
特
別

委
員
会
）

委　

員　

長　

藤
田　

伸
也

副
委
員
長　

小
松　

進
也

委　
　

員　

小
谷　

昇
義

委　
　

員　

小
松　
　

進

委　
　

員　

徳
久　

研
二

委　
　

員　

佐
藤　

倫
与

委　
　

員　

米
田
佐
代
子

委　
　

員　

川
島　

憲
彦

委　
　

員　

山
下　

正
浩

委　
　

員　

小
松　

文
人

委　
　

員　

千
光
士
伊
勢
男

　
　

令
和
３
年
９
月
24
日
設
置

決
算
審
査
特
別
委
員
会

現地踏査（消防）
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３
月
定
例
会

　

会
期
日
程
（
予
定
）

　

７
日　

開　

会

　

８
日　

予
算
審
議

　

９
日　

予
算
審
議

　

10

日　

質　

疑

　

11
日　

総
務
文
教
委
員
会

　

14
日　

産
業
厚
生
委
員
会

　

16
日　

一
般
質
問

　

17
日　

一
般
質
問

　

18
日　

一
般
質
問

　

22
日　

採　

決 

　
　
　
　

閉　

会

　

本
会
議
、
委
員
会
の
開
始
時
刻
は
午

前
10
時
（
予
定
）
で
す
。
日
程
や
会
議

時
刻
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

「
市
議
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
」

（
会
期
日
程
及
び
一
般
質
問
の
通
告
内

容
）
を
各
公
民
館
に
配
付
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
定
例
会
は
３
月
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
傍
聴
当
日
に
検
温
し
熱
（
３
７
・
５

度
以
上
）
の
あ
る
場
合
や
、
体
調
の
悪

い
場
合
は
、
傍
聴
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

傍
聴
さ
れ
る
場
合
は
、
入
口
で
手
指

を
消
毒
し
、
マ
ス
ク
を
着
用
く
だ
さ
い
。

11
　
月

　

１
日　

令
和
２
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　

高
知
県
戦
没
者
追
悼
式
（
高
知
市
）

　

２
日　

令
和
２
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

４
日　

令
和
２
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

５
日　

令
和
２
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会

　

８
日　

議
会
広
報
特
別
委
員
会

　

10

日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

安
芸
市
戦
没
者
追
悼
式

　

11

日　

第
３
回
臨
時
会

　

15

日　

議
会
広
報
特
別
委
員
会

　
　
　
　

全
国
過
疎
地
域
連
盟
定
期
総
会

　
　
　
　

（
東
京
都
）

　

30

日　

安
芸
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
議
会

　
　
　
　

定
例
会

12
　
月
（
常
任
委
員
会
は
、
表
紙
記
載
）

　

３
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

４
日　

新
庁
舎
起
工
式

　

６
日　

議
会
Ｉ
Ｃ
Ｔ
調
査
研
究
特
別
委
員
会

　

８
日　

議
員
協
議
会

　

16

日　

議
員
協
議
会

　

17

日　

議
会
運
営
委
員
会

　

20

日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

議
会
広
報
特
別
委
員
会

　

23

日　

安
芸
広
域
市
町
村
圏
特
別
養
護
老
人

　
　
　
　

ホ
ー
ム
組
合
議
会
定
例
会
（
奈
半
利
町
）

１
　
月

　

12

日　

総
務
文
教
委
員
会

　

28

日　

議
会
広
報
特
別
委
員
会

　
　
　
　

総
務
文
教
委
員
会

【 

編 

集 

後 

記 

】

　

令
和
4

年
新
し
い
年
明
け
と

と
も
に
、
安
芸
市
議
会
議
員
の

改
選
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

改
選
ま
で
に
は
現
議
員
で
結

論
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
平
成
30

年
第
2

回
定
例

会
で
議
員
定
数
1

名
削
減
の
提

案
は
否
決
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
令
和
2

年
5

月
に

行
わ
れ
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で

議
員
定
数
が
多
い
と
の
結
果
を

受
け
、
令
和
3

年
2

月
議
員
協

議
会
に
於
い
て
12

月
に
は
結
論

を
出
し
市
民
に
周
知
さ
せ
る
べ

き
と
の
提
案
が
あ
り
、
議
論
し

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
12

月
議
会
に
於

い
て
、
報
酬
の
み
削
減
と
い
う

提
案
が
出
さ
れ
、
定
数
削
減
の

議
論
が
置
き
去
り
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
為
、
3

月
議
会
ま
で
継

続
し
て
話
し
合
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

３
月
議
会
に
は
、
定
数
・
報

酬
と
も
に
結
論
を
出
し
市
民
の

皆
様
に
報
告
で
き
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。

議
会
広
報
特
別
委
員
会
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　

山
下　

裕

◎本会議のインターネット中継について

　安芸市議会ではユーチューブ（YouTube）を利用して

インターネットでの本会議の中継（ライブ・録画）

を行っています。

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

委　

員　

長

　

山
下　
　

裕

副
委
員
長

　

小
松　

進
也

委　
　

員

　

徳
久　

研
二

　

米
田
佐
代
子

　

川
島　

憲
彦

　

山
下　

正
浩

議
会
広
報

特
別
委
員
会

【お詫び】

　１２月１５日 午前中の一般質問（ライブ中継）

が配信機器の不具合のため、配信できませんで

した。申し訳ありませんでした。

　なお、録画配信につきましては、録画できて

いなかった箇所には音声を加えた形で配信を行

います。ご了承のほどお願い申し上げます。

議
会
日
誌

議
会
日
誌

議会、議会だよりについての

お問い合わせは議会事務局へ

TEL 35 - 1019（直通）　FAX 35 - 1027

議
会
日
誌

議　 会　 を

傍　 聴

しませんか

安芸市インターネット議会中継 検　索

市議会だより安芸　第92号
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